
お問合わせ先

玉野海上保安部 ＴＥＬ ０８６３－３１－３４２３

● 不審事象の発見時及び事件・事故の発生時における海上

保安庁への通報体制の確保及び通報をお願いします。

● 不審物・不審者への警戒をお願いします。

● 安全運航を徹底して下さい。

● 乗船者の海中転落及び乗下船時の事故の防止対策の徹底

をお願いします。

● 遊漁船、海上タクシー等の小型船舶については、乗船者

に対するライフジャケットの着用の徹底をお願いします。

期間：令和７年１２月１０日（水）から令和８年１月１０日（土）まで

玉野海上保安部では、船舶輸送の安全確保が求められ、帰省・
旅行等による旅客の増加に伴い事件事故の蓋然性が高まる年
末年始において、船舶交通の安全確保、乗船者の海中転落事故
の防止、船内暴力、窃盗等犯罪の未然防止、テロ対策に万全を
期すため特別警戒及び安全指導を実施します。

◎ 海で事件・事故にあったり見た際は緊
急通報用電話番号「１１８番」等により直ち
に海上保安庁に通報して下さい。

玉野ＨＰ

海の緊急通報番号１１８


